
 

- 1 - 

○ 長崎県建設工事入札参加者格付要綱 

 

昭和29年11月20日 制    定 

最終改正  令和７年４月１日６監第２０７号  

（趣旨） 

第１条 建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第２条第１項

に規定する建設工事をいい、以下「工事」という。）の公共性及び特殊性に鑑み、工事

の入札について、建設業者の信用及び技術能力等を特に重視するとともに公正自由な競

争を図るため、入札についての合理的な基準を設けることとし、その基準や入札手続き

等については、法令等に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。 

（方針） 

第２条   工事の公共性に鑑み、県が発注する工事の執行に当たっては、自由な競争を図る      

ともに、建設業者の信用、技術及び施工能力を十分勘案する必要がある。よって入札の

方法は、一般競争入札及び指名競争入札を採用し、入札に参加しようとする者には、原

則として工事の種類ごとに第５条に基づき決定された等級に対応する第12条の発注基準

により、工事入札参加者の決定又は指名を行う。ただし、特に必要と認められる場合は

この限りではない。 

 （入札参加者の資格）                              

第３条 県が発注する工事の入札に参加しようとする者は、工事並びに工事に関する調査、

設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に

必要な資格等（昭和53年長崎県告示第975号）に基づき、当該入札に参加するため必要な

資格の審査（以下「資格審査」という。）を受けることを要件とする。 

２ 資格審査における申請建設業者の状態を特定する日（以下「審査対象特定日」という。）

は、県内建設業者にあっては10月31日とし、県内建設業者以外の建設業者にあっては、

別に定める入札参加資格審査受付の最終日とする。 

３ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和41年法律第97号）第２

条第１項第４号に規定する官公需適格組合として資格審査を受けようとする者は、第１

項の規定にかかわらず、事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の

制定について（昭和50年11月10日建設省厚発第473号事務次官通知）に定めるところによ

り、入札参加資格審査申請書を知事に提出することができる。 

 （審査及び名簿登載）     

第４条 県は、資格審査において、次に掲げる各号に規定するところにより、適格性及び

工事の施工能力の審査を行い、適格者とした者とその審査結果を入札参加資格名簿（以

下「名簿」という。）に登載する。 

(1) 適格性の審査 

適格性については、第３条に規定する入札参加資格の資格について審査する。 

(2) 工事施工能力の審査  

工事の施工能力については、前号の審査によって適格者と認められた者に対し、次

号に定める客観的審査事項により、業種ごとに審査し、さらに等級を設ける業種並び

にとび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、塗装工事、電気通信工事及び造園

工事については、第４号に定める主観的審査事項も審査し、それぞれの審査点数を求

めるものとする。 

(3) 客観的審査事項 
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客観的審査事項の審査は、法第27条の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定

める件（平成20年国土交通省告示第85号）の例により行うものとする。 

(4) 主観的審査事項                               

主観的審査事項の審査は、次により行うものとする。審査点数の付与については、

第５条により等級を設ける５工事種類のほか、とび・土工・コンクリート工事、鋼構

造物工事、塗装工事、電気通信工事、造園工事の５工事種類とする。ただし、県内建

設業者以外の建設業者の場合は、次のイ信用度に定める事項のみとする。なお、次の

（１）主観的審査項目の算定の結果生じた小数点以下の数値については、切り捨てる

ものとする。 

（１）  主観的審査項目  

ア 技術的評価項目 

(ｱ) 工事成績 

審査対象特定日の属する年の３年前の10月１日から審査対象特定日の属す 

る年の９月30日までの３年間に工事完成確認書を通知した工事について、次の

表における各建設業者の工事種類ごとのそれぞれの工事について県が評定した

工事成績評定点に対応する付与点数を累計した数値を３で除して得た点数を審

査点数に加える。ただし、加点の上限は200点とし、下限は設けないものとする。 

工事成績（点） 付与点数（点） 

0 ～  75 工事成績－65 

76 ～  85 10＋（工事成績－75）×2 

86 ～ 100 30＋（工事成績－85）×3 

 

(ｲ) 表彰  

建設業者が行った工事に関して、審査対象特定日を含む年度内に県及び厚生

労働省が次の表の左欄に掲げる表彰を行った場合、当該建設業者に対しては、

中欄に掲げる点数を右欄に掲げる工事種類について審査点数に加える。 

      ただし、表彰が重複している建設業者にあっては、最も付与点数の高いもの

について、審査点数に加えるものとする。 

表 彰 の 種 類 付与点数 付与工事種類 

 優秀工事知事表彰  ４０点  表彰に係る工事種類 

 機関長表彰（優秀工事・下請）  ２０点  表彰に係る工事種類 

 厚生労働大臣表彰  ３０点  全工事種類 

 長崎労働局長表彰  ２０点  全工事種類 

 

(ｳ) 施工実績 

(ｱ)で審査対象とした工事について、建設業者の施工した工事種類ごとに、 

１件につき１点を乗じた数値の累計と当該業者の工事種類ごとの請負金額の累

計に１億円につき１点を乗じた数値を加えた結果を合計したものを３で除して

求められる点数を審査点数に加える。ただし、加点の上限は50点とする。 

(ｴ) 土木施工管理／ＣＰＤＳ 

土木施工管理技士の資格を有する者について、一般社団法人全国土木施工管

理技士会連合会が実施する土木施工管理／ＣＰＤＳ（継続的専門能力啓発シス
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テム）へ登録した学習単位のうち、建設業者ごとに審査対象特定日から起算し

て直前１年間の単位数の合計に応じて、土木一式工事にかかる工事種類に次の

表の左欄に掲げる区分により、右欄に掲げる点数を審査点数に加える。 

登録学習単位合計数  付与点数 

100 ＵＮＩＴ以上   ２０点 

80 ＵＮＩＴ以上  100 ＵＮＩＴ未満  １６点 

60 ＵＮＩＴ以上    80 ＵＮＩＴ未満  １２点 

40 ＵＮＩＴ以上    60 ＵＮＩＴ未満   ８点 

 20 ＵＮＩＴ以上    40 ＵＮＩＴ未満   ４点 

 

(ｵ) 建築技術継続能力開発／CPD 

建築士、建築施工管理技士等の資格を有するものについて公益社団法人日本

建築士会連合会、一般財団法人建設業振興基金、公益社団法人日本建築家協会、

建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会及び建築ＣＰＤ運営会議が実施する建築技

術継続能力開発／CPDへ登録した学習単位のうち、建設業者ごとに審査対象特

定日から起算して直前１年間の単位数の合計に応じて、建築一式工事にかかる

工事種類に次の表の左欄に掲げる区分により、右欄に掲げる点数を審査点数に

加える。 

       登録学習単位合計数 付与点数 

100単位以上   ２０ 点 

80単位以上      100単位未満 １６ 点 

60単位以上       80単位未満 １２ 点 

40単位以上       60単位未満 ８ 点 

20単位以上       40単位未満             ４ 点 

 

(ｶ) 技術職員数 

第(3)号客観的審査事項に規定のある経営事項審査の結果、審査項目中技術 

力（Z）において工事種類ごとに認定された 1 級技術者、監理技術者補佐、基幹

技能者、2 級技術者、その他の技術者についてそれぞれ一人につき順に 1 点、

0.85 点、0.7 点、0.5 点、0.2 点を付与することとし、それぞれの該当者の人数

を乗じて合算した点数を該当する工事種類について審査点数に加える。ただし、

加点の上限は 40 点とする。 

イ 地域貢献活動評価項目 

本評価項目においては次の（ｱ）から（ﾁ）までの数値を合計したものとする。

この場合において、当該合計数値が 180 点を超過するときは、180 点とする。 

(ｱ) 暴力団等排除への取り組み 

審査対象特定日の直前３年間において、公益財団法人長崎県暴力追放運動推

進センターが実施する「不当要求防止責任者講習」を受講した場合に、該当す

る工事種類について５点を審査点数に加える。 

(ｲ) 労働安全衛生への取り組み 

審査対象特定日の直前１年間において、下記に該当する場合は該当する工事

種類についてそれぞれの審査点数に加える。 
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①建設業労働災害防止協会長崎県支部が実施する「現場管理者統括管理講

習」、「職長・安全衛生責任者教育」、「職長・安全衛生責任者能力向上教育」、

「総合工事業者のためのリスクアセスメント研修」及び「熱中症予防指導員・

管理者研修」のうちのいずれかの講習を受講した場合に、１講習につき２点を

該当する工事業種について審査点数に加える。ただし、加点の上限は５点とす

る。 

②建設業労働災害防止協会長崎県支部の会員が同支部が実施する安全衛生活

動（現場パトロール、教育活動）に 2 回以上参加した場合又は次の表彰を受け

た場合に、該当する工事種類について５点を審査点数に加える。 

ただし、加点を受けた者が審査対象特定日の直後１年間において労働災害を発

生させた場合、次年度の加点は行わないものとする。 

・厚生労働大臣顕彰 

・建設業労働災害防止協会長表彰 

・建設業労働災害防止協会長崎県支部長表彰（優良賞に限る。） 

(ｳ) 建設業従事職員数 

建設業者が雇用する職員のうち、建設業者の決算日において常勤と認められ

た者については、該当する工事種類について、一人につき 0.2 点を審査点数に

加える。ただし、加点の上限は 40 点とする。 

(ｴ) 防災協定及び防疫協定 

審査対象特定日において、下記に該当する場合は該当する工事種類について

それぞれの審査点数に加える  

①長崎県と「大規模災害発生時における支援活動（社会貢献）に関する協定

書」を締結した団体に所属し、大規模災害発生時に一定の役割を担う者、かつ

審査対象特定日以前１年間において、団体が一定の活動（講習会等）を実施し、

その活動に参加した者に 20 点を審査点数に加える。  

②長崎県と「家畜伝染病発生時における支援活動  （社会貢献）に関する協定

書」等を締結した団体に所属し、家畜防疫発生時に一定の役割を担う者、かつ

審査対象特定日以前１年間において、防疫活動や県が開催する演習等又は団体

が開催する一定の活動（講習会等）に参加した者に 10 点を審査点数に加える。 

(ｵ) 県内企業及び県産材の優先発注 

県が発注した工事のうち、審査対象特定日の属する年の前年の４月１日から

１年間に契約しかつ工事完成確認書を通知した請負金額 500 万円以上の工事に

ついて、次の各項目を算定した点数の合計を審査点数に加える。 

① １件の工事ごとの請負金額のうち、元請施工額（※1）と、下請施工額（※

2）に県内建設業者の下請契約額占有率（※3）を乗じて得た数値を合算し、

その結果を100万円で除して得た数値に0.01を乗じて求められる点数とする。

ただし当該点数の上限は30点とする。 

なお、この算定方法は基本的には次の式により表わされる。 

付与点数＝（元請施工額＋下請施工額×県内建設業者の下請契約額占有率）

÷ 100万円 ×0.01 

（※1）元請施工額とは、請負金額から一次下請契約額の合計を差し引いた金額 

（※2）下請施工額とは、一次下請契約額の合計 

（※3）県内建設業者の下請契約額占有率とは、全下請契約額に占める県内建設
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業者の下請契約額の比率（県内建設業者の下請契約額÷全下請契約額） 

② １件の工事ごとに、使用した工事材料のうち県内生産品であるものの合計

額を100万円で除して得た数値に0.02を乗じた数値を累計して求められる点

数。ただし当該点数の上限は30点とする。 

(ｶ) 新規学卒者等雇用 

「学校教育法」（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校又は第124条に

規定する専修学校を卒業した者、もしくは「職業能力開発促進法」（昭和44

年法律第64号）第15条の6第1項第1号から第3号に規定する公共職業能力開発

施設を修了した者（在職者訓練、離職者訓練は除く。）（以下「新規学卒者

等」という。）を卒業又は修了から6カ月以内に採用し、かつ審査対象特定

日時点で継続雇用している場合に加点の対象とする。又その新規学卒者等の

雇用が翌年以降も継続された場合、採用から5年目を迎える年まで、それぞ

れの年の審査対象特定日において加点の対象とする。 

評価の方法は、審査対象特定日においてその新規学卒者等が次の表の左欄

に掲げる雇用期間である場合に、中欄に掲げる建設業法施行令（昭和31年政

令第273号）第27条の5に規定する指定学科を修めた者であるか否かに応じて

右欄の付与点数を審査点数に加える。ただし、上限の人数を2人までとし、か

つ点数の上限は20点とする。該当する工事種類について加点の対象とする。 

雇用期間 指定学科修了者に該当 付 与 点 数

（点） 

3年未満 × 4 

○ 8 

3年 以 上 5年

未満 

× 6 

○ 10 

 

(ｷ) 次世代育成雇用環境の整備（子育て支援） 

建設業者が「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）第12条  

第1項に規定する事業主（常時雇用する労働者の数が100人を超えるもの）で、

同条同項に基づき一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け

出て、当該計画を実行した後、同法第13条に基づく申請により厚生労働大臣か

ら基準に適合する旨の認定を受け、更に２回目の一般事業主行動計画を策定し、

厚生労働大臣にその旨を届け出て、当該計画を実行する場合に、審査対象特定

日においてその２回目の行動計画が実行中である場合に加点の対象とする。 

２回目の行動計画の満了年については、１回目の満了と同様に厚生労働大臣

から基準に適合する旨の認定を受け、更に３回目の一般事業主行動計画を策定

し、厚生労働大臣にその旨を届け出て、当該計画を実行する場合に、審査対象

特定日においてその３回目の行動計画が実行中である場合に加点の対象とす

る。４回目以降についても同様の取り扱いとする。ただし、「次世代育成支援

対策推進法」は、令和7年３月31日までを終期とする時限立法であるので、加点

の対象はその期間までの行動計画となる。該当する工事種類について10点を審

査点数に加える。 

又法定義務の課せられていない同法12条第４項に規定する事業主（常時雇用
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する労働者の数が100人以下のもの）が同法に基づき実行する場合についても以

上と同様の取り扱いとする。 

(ｸ) 法定外労働災害補償制度加入者（休業補償） 

保険期間が７月１日から翌年６月３０日までに迎えた決算日を含む１年間 

以上の契約であって、経営事項審査における法定外労働災害補償制度への加入

者であり、かつ、休業補償に加入している者において、該当する工事種類につ

いて、次の表の左欄に掲げる区分により右欄に掲げる付与点数を審査点数に加

える。 

休業補償限度額  付与点数 

 3,000円／日以上5,000円／日未満    ５点 

         5,000円／日以上  １０点 

 

(ｹ) 第三者賠償責任保険加入者 

保険期間が審査対象特定日を含む１年間以上の包括契約であって、工事中及

び工事に起因した対人・対物事故（全ての下請負人を含む）を対象とし、該当

する工事種類について、次の表の左欄に掲げる区分により右欄に掲げる付与点

数を審査点数に加える。 

 

補償限度額  付与点数 

 5,000万円以上1億円未満    ５点 

        1億円以上  １０点 

 

(ｺ) 障害者雇用 

建設業者が「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和35年法律第123号）

第43条第１項に規定する事業主（以下「法定事業主」という。）で、同法第43

条第２項に規定する障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害

者（以下「障害者」という。）を審査対象特定日の属する年の６月１日から起

算して直前１年間以上継続して雇用しているか、又は法定事業主以外の建設業

者で、障害者を審査対象特定日から起算して直前１年間以上継続して雇用して

いる場合に、該当する工事種類について10点を審査点数に加える。 

(ｻ) 女性の活躍推進 

建設業者が直近の決算日において、女性管理職（ただし、法人役員、個人

事業主及び個人事業主と同居する親族を除外する）を雇用し、その割合が当

該建設業者の管理職全体において占める割合（以下「女性管理職割合」とい

う。）について、「長崎県女性の活躍推進活動に関する評価取扱要領」によ

る評価を受けた場合、該当する工事種類について、次の表の左欄に掲げる区

分により右欄に掲げる付与点数を審査点数に加える。 

女性管理職割合（１名以上必要） 付与点数 

10％未満    ５点 

10％以上  １０点 

 

（ｼ） 消防団協力 
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       建設業者が審査対象特定日において、市町から「消防団協力事業所」の認

定を受けている場合に、該当する工事種類について5点を審査点数に加える。 

  （ｽ） ながさき土曜学習応援団 

    建設業者が審査対象特定日において、長崎県教育委員会から「ながさき土

曜学習応援団」設置要綱第4条に定める団員として登録され、かつ、審査対象

特定日直前１年間に同条に定める支援活動を実施した場合に、該当する工事

種類について5点を審査点数に加える。 

（ｾ） 協力雇用主登録等  

       建設業者が協力雇用主として法務省長崎保護観察所に登録した場合又は協

力雇用主として自立更生を支援するため「更生保護法」（平成 19 年法律第

88 号）第 48 条に定める保護観察中の者又は同法第 85 条に定める更生緊急保

護中の者を雇用し、法務省長崎保護観察所長から確認を受けた場合に、該当

する工事種類について、次の表の左欄に掲げる区分により右欄に掲げる付与

点数を審査点に加える。  

 

区  分  付与点数   

 審査対象特定日において、協力雇用主として登

録している場合  

１点  

協力雇用主として登録し、審査対象特定日直前 1

年の間において、同一の保護観察者等を３箇月

以上雇用したこと  

５点  

 

 

（ｿ） 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業  

    建設業者が審査対象特定日において、「長崎県誰もが働きやすい職場づく

り実践企業認証制度実施要綱」に基づく認証を取得している場合に、該当す

る工事種類について5点を審査点数に加える。 

  (ﾀ)  長崎県健康経営推進企業 

    建設業者が審査対象特定日において、長崎県と全国健康保険協会長崎支部

が実施する健康経営宣言事業において、健康経営推進企業としての認定を受

けている場合に、該当する工事種類について5点を審査点数に加える。 

 （ﾁ） ながさき健康経営推進事業所 

    建設業者が審査対象特定日において、長崎県国保・健康増進課から「なが

さき健康経営推進事業所」の認定を受けている場合に、該当する工事種類に

ついて5点を審査点数に加える。 

（２） 信用度 

審査対象特定日を含む年の前年の12月１日から１年間（県内建設業者以外の

建設業者で定期の年度に資格を取得した者は審査対象特定日を含む年の１月１

日から翌年12月31日まで）において県が指名停止又は指名除外を行った建設業

者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として審査点数から減じる。 

     ただし、指名停止又は指名除外の原因となった行為ごとの適用については、次

の④以外で該当する項目の評点と④の項目の評点のいずれか高い方を適用し、

④以外の項目のいずれにも該当しなかった場合に④の項目を適用するものとす

る。 
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① 贈賄事件に係るもの １００点  

② 工事の安全成績に係るもの（県内の事故に限る） 次の表のとおりとする。 

なお、表中の県工事とは県が発注機関である工事をいい、一般工事は県工

事以外の工事をいう。以下同じ。 

 公 衆 災 害       労 務 災 害       

死 亡 傷 害 死 亡 傷 害 

県  工  事   １００      ７０     ７０      ４０ 

一般工事     ７０      ４０     ４０      ２０ 

    

③ 談合に係るもの 次の表のとおりとする。なお、表中の役員等とは、法人

にあっては取締役、支店長又は営業所長等をいい、個人事業にあっては個人

又は支配人をいう。又使用人とは役員等以外の社員をいう。 

        法人・役員

等 

使用人 

県  工  事     １００    ７０ 

一般工事       ７０    ４０ 

④ 指名停止又は指名除外の期間を基準とするもの 次の表のとおりとする  

指名停止の期間        減 点      

   ６月以上     １００ 

   ５月           ８０ 

   ４月           ６０ 

   ３月           ４０ 

   ２月以下           ２０ 

（格付けの採点について）                                   

第５条 県は、総合数値（客観的審査事項の審査で求めた審査点数に主観的審査事項の審

査で求めた審査点数を合わせた数値をいう。）より、次の表のとおり工事種類ごとに等

級を設けて格付けする。ただし、当該格付け後の建設業者の各工事種類ごとの年間平均

完成工事高が､次の表 の年間平均完成工事高の欄の要件を満たさない場合は､当該要件

に相応する等級まで降格させるものとする。                                                                  

  また、土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事のＡ等級については、加え

て同表の技術者（法第15条第２号イに該当する者をいう。）の欄の要件を満たさない場

合、Ｂ等級に降格させるものとする。 

  なお、県内建設業者以外の建設業者のうち定期の年度に資格を取得した者については、

従前の例によるものする。 

 

工  事  の 

種  類 

格 付 け 区 分         年 間 平 均 

完 成 工 事 高 

技 術 

者 等級   総 合 数 値 

 

土  木 

一式工事 

 Ａ ８１０点以上 200,000 千円以上  ５名以上 

 Ｂ ７１０～８０９点   50,000 千円以上  

 Ｃ ６１０～７０９点   20,000 千円以上  

 Ｄ ６０９点以下   20,000 千円未満  

  Ａ ８００点以上 100,000 千円以上  ３名以上 
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建  築 

一式工事 

 Ｂ ６７０～７９９点   60,000 千円以上  

 Ｃ ５８０～６６９点   30,000 千円以上  

 Ｄ ５７９点以下   30,000 千円未満  

 

電気工事 

 Ａ ７１０点以上   30,000 千円以上 １名以上 

 Ｂ ６１０～７０９点   15,000 千円以上  

 Ｃ ６０９点以下   15,000 千円未満  

 

管  工  事 

 Ａ ７００点以上   30,000 千円以上 １名以上 

 Ｂ ５８０～６９９点   15,000 千円以上  

 Ｃ ５７９点以下   15,000 千円未満  

舗  装 

工  事 

 Ａ ８５０点以上   50,000 千円以上  

 Ｂ ８４９点以下   50,000 千円未満  

 

（変更届）                                                                             

第６条 第４条の規定により資格審査を受け、名簿に登載された者（以下「入札参加資格

者」という。）のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった時は、その事実を証する

書類(加えて受任者に変更があったときは委任状)を添えて遅滞なく入札参加資格審査申

請書記載事項変更届を知事に提出しなければならない。ただし県内建設業者（大臣許可

業者を除く。）については、主たる営業所以外の委任を受けた営業所に係る事項につい

てのみ、その事実を証する書類（加えて受任者に変更があったときは委任状）を添えて、

入札参加に係る委任事項変更届を知事に提出すれば足りる。 

(1) 商号又は名称（主たる営業所以外の委任を受けた営業所含む） 

(2) 代表者又は受任者 

(3) 所在地（主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所） 

(4) 電話番号（主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所） 

(5) その他知事が必要と認める事項（許可を受けた業種の変更など建設業の許可事項に

係るもの等） 

（入札参加資格喪失（及び辞退）届） 

第７条 入札参加資格者のうち、資格審査の有効期間が終了していないものが次の各号に

掲げる事項に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は次条の規定により当

該入札参加資格の承継を申請する場合を除き遅滞なく入札参加資格喪失（及び辞退）届

を提出しなければならない。ただし、県内建設業者（大臣許可業者を除く。）について

は、本条第(2)号の場合を除き法第12条の届け出を行ったことをもって省略することがで

きる。 

(1) 法第12条各号の一に該当し廃業等を届け出た場合当該届けを提出すべき者 

(2) (1)以外の理由で、自己都合等により入札参加資格を辞退する場合入札参加資格者 

 

（入札参加資格者の地位の承継） 

第８条 入札参加資格者が、次の各号のいずれかに該当し、当該各号に掲げる者で第３条

の入札参加者の資格要件を満たす者は、別に定めるところにより知事の承認を受け、当

該参加資格者の地位を承継することができる。なお、長崎県知事許可を有する入札参加資

格者においては法第17条の２若しくは法第17条の３の規定による認可をもって入札参加資格

者の地位を承継したものとみなす。 
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(1) 会社法（平成17年法律第86号。以下「会社法」という。）の規定による合併により

消滅した法人の場合（以下「消滅会社」という。）、当該合併後、消滅会社の入札参

加資格を承継しようとする新設された法人又は当該合併により存続する法人 

(2) 会社法の規定による事業譲渡によりその入札参加資格に係る事業全てを譲渡した

法人（以下「譲渡会社」という。）で、建設業に係る事業全てを廃止し又は県への入

札参加資格を辞退した場合、当該譲渡会社の入札参加資格を承継しようとする法人 

(3) 会社法の規定による会社分割を行い、入札参加資格に係る事業全てを廃止し又は当

該入札参加資格を辞退した法人の場合（以下「分割会社」という。）、当該分割後、

分割会社の入札参加資格を承継しようとする新設された法人又は既存の法人 

(4) 相続又は譲渡により、建設業を廃業した個人の営業年度と連続して営業を開始す

る、その者の業務を補佐していた配偶者又は２親等以内の者である個人 

(5) 建設業を廃業した個人（以下「被承継人」という。）の場合、その者が代表となっ

て営業年度が連続する形で会社を設立し、被承継人が50パーセント以上出資した法人 

(6) その他前各号に類する場合 

（再度の資格審査） 

第９条 入札参加資格者のうち、次の第(1)号、第(2)号及び第(4)号のいずれかに該当する

者は、別に定めるところにより第３条の規定に準じ再度の資格審査（以下「再審査」と

いう。）を申請することができるものとし、第(3)号に該当する者は、再審査を申請しな

ければならないものとする。 

(1) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、

当該決定日以後を審査基準日とする法第27条の23に規定する経営事項審査（以下「経

営事項審査」という。）を受け、更生計画の認可が決定された者 

(2) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、

当該決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、再生計画の認可が決定され

た者 

(3) 前条第(1)号から第(3)号のいずれかに該当し、入札参加資格者の地位を承継した者 

(4) その他前各号に類する場合 

 （入札参加資格の取消） 

第10条 入札参加資格者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札参加資格を

取消すことができるものとする。 

(1) 第７条第(1)号に該当することとなった場合で、同条に規定する届出がない場合 

(2) 詐欺その他不正な手段により入札参加資格者となったとき 

（指名委員会） 

第11条 県は、工事の入札に参加させようとする者を選定するため、指名を行う各部及び

各地方機関に指名委員会を置く。 

（指名業者の選定） 

第12条 県が行う指名業者の選定は、原則として次の工事別発注基準の表（以下「別表」

という。）によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めると

おりとする。  

 (1) その所管する地域内に建設業者が少ない場合 別途運用規定を定める。 

 (2) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊又は高度な技術・経験を必要とする工事若

しくは小規模改修工事の場合 別表によらず適格者を選定することができる。 

 (3) 別表に掲げられた以外の工事の場合 当該業種の適格者の中から選定する。 
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（工事別発注基準） 

種 類 等 

級 
発注標準額 

 

土木一式 

工  事 

  Ａ 

  Ｂ 

  Ｃ 

  Ｄ 

          4,500万円以上 

  1,500万円以上    4,500万円未満 

   300万円以上  1,500万円未満 

            300万円未満 

 

建築一式 

工  事 

  Ａ 

  Ｂ 

  Ｃ 

  Ｄ 

          6,000万円以上 

  2,500万円以上    6,000万円未満 

    600万円以上  2,500万円未満 

            600万円未満 

電気工事 

管  工  事 

  Ａ 

  Ｂ 

  Ｃ 

           1,500万円以上 

   600万円以上  1,500万円未満 

           600万円未満 

舗装工事 
  Ａ 

  Ｂ 

                金額制限なし 

            300万円未満 

 

 （格付け区分の適用日等） 

第13条 本要綱において審査された格付区分は、平成28年4月1日以降の入札から適用する。 

なお、平成25年度の格付けにおいて使用される第５条に規定する客観的審査事項の審

査で求めた審査点数は、平成24年５月１日付で公布された「建設業法（昭和24年法律第

100号）第27条の23第３項の規定に基づき、平成20年国土交通省告示第85号（建設業法第

27条の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件）の一部を改正する告示」（平

成24年国土交通省告示第523号7月１日付施行）に基づき改正された経営事項審査の基準

（以下「改正基準」という。）により算定されたものとする。ただし、平成24年１月か

ら６月までの間に行われた経営事項審査に係る客観的審査事項の審査で求めた審査点数

については、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第20条第２項に規定する再

審査の申立てが行われなかった場合は、改正基準により換算されたものを使用する。 


